
「生活介護事業」重要事項説明書 

 

社会福祉法人 千寿福祉会 

障がい者支援施設 さやかなる苑 

 

本重要事項説明書は、当施設とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第７６条

に基づき、当施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するもの

です。 

 

※当施設では、利用者に対して生活介護事業を提供します。 

当サービスの利用は、原則として障害者総合支援法における生活介護サービス費の支給決定を受けた

方が対象となります。  

 

－   目  次   － 

 

１．サービスを提供する事業者 

 

２．利用事業所 

 

３．営業日とサービス提供時間 

 

４．サービスに係る設備等の概要 

 

５．従業者の配置状況  

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金、負担軽減 

 

７．利用者の記録や情報の管理、開示について 

 

８．苦情の受付について 

 

９．虐待の防止について  

 

10.秘密の保持と個人情報の保護について 

 

11．事故発生時の対応方法について 

 

               12．サービス利用上の留意事項 

 

 

 



１．サービスを提供する事業者 

名     称 社会福祉法人 千寿福祉会（せんじゅふくしかい） 

本 部 所 在 地 岡山県津山市瓜生原３２６－１ 

電 話 番 号 ０８６８－２６－３１１８ 

代 表 者 氏 名 理事長 小林 和彦（こばやし かずひこ） 

設 立 年 月 日 昭和 ５５年 ２月 １３日 

 

２．利用事業所 

事 業 所 の 種 類 
指定障害者支援施設 

（平成２３年４月１日指定 岡山県第 3313800165号 ） 

事 業 所 の 名 称 
障がい者支援施設 さやかなる苑 

生活介護事業 施設入所支援事業 

事 業 所 の 目 的 
障害者総合支援法に基づく介護給付の決定を受けた利用者に対

し、適切な生活介護サービスを提供する 

主 た る 対 象 者 身体障害者、知的障害者 

施 設 の 所 在 地 岡山県久米郡美咲町書副１８２－４ 

T E L （０８６８）６４－７００３ 

F A X （０８６８）６４－２１１０ 

管 理 者 名 頭士 奈生樹（ずし なおき） 

サービス管理責任者 嶋田 和朗（しまだ かずあき） 畑口 由紀子（はたぐち ゆきこ） 

 

事 業 所 の 通 常 の 

事 業 実 施 地 域 

美咲町の一部（旧柵原町・中央町）、津山市の一部（旧津山市）、

赤磐市の一部（旧吉井町）、美作市の一部（旧美作町・英田町）、

勝央町、久米南町 

※通常の実施地域以外の利用希望者に対し、実施する場合もある 

 

施 設 の 運 営 方 針 

に つ い て 

「障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備

及び運営に関する基準」（平成 18年 9月 29日厚生労働省令第 172

号）及び「障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、

設備及び運営の基準等を定める条例」（平成 24 年 10 月 5 日岡山

県条例第 53 号）に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を

実施するものとする 

開 設 年 月 日 平成 ２３年 ４月 １日 

定 員 生活介護事業 ７８名    施設入所支援事業 ５６名 

 

３．営業日とサービス提供時間 

営 業 日 
月曜日から金曜日とする（ただし、利用日数が月の日数－８日に

満たない場合は、営業日を変更しサービス提供を行う） 

営 業 時 間 午前８時から午後５時までとする 

サービス提供時間 午前９時から午後４時までとする 

 



４．サービスに係る設備等の概要 

（１）施設・設備の概要 

当事業所では、次の施設・設備をご利用いただけます。これらは、厚生労働省が定める基準により、

生活介護のサービス提供において設置が義務づけられている施設・整備です。利用については、特別に

ご負担いただく費用はありません。 

施 設 設 備 の 種 類 室 数 備  考 

訓 練 ・ 作 業 室 ２室 機能訓練・作業（日中活動等）を行う部屋 

浴  室 ２室 特殊浴槽・中間浴槽・一般浴槽あり 

洗 面 所 ２カ所 各棟廊下に２カ所ずつ 

便  所 １０カ所 
個室トイレ６カ所、男性用女性用共用トイレ４カ所 

天井走行式リフト付き６カ所 

相 談 室 １室 談話の漏洩に配慮された構造 

多 目 的 室 ５室 多種目的に利用できる部屋 

 

 

非 常 災 害 設 備 等 

－ 自動火災報知設備 

－ 消防機関へ通報する火災報知設備 

－ 誘導灯及び誘導標識 

４台 パッケージ型消火設備 

２２台 消火器具 

 

５．従業者の配置状況 

（１）職員の配置状況 

従業者の配置については、厚生労働省の定める指定基準を遵守しています。当事業所では、利用者に

対して「生活介護」と「施設入所支援」を提供する者として下記の職種の従業者を配置しています。 

 《主な従業者の配置状況》 

職  種 常 勤 換 算 指 定 基 準 

１．管理者（施設長） １名（兼務） １名 

２．サービス管理責任者 ２名 ２人以上 

３．医師 非常勤２名 必要数 

４．看護師 ２名以上 ※4．5．6 の直接処遇職員が

２６名以上（指定基準上） 

３９名以上（配置加算上） 

５．生活支援員 ２８名以上 

６．理学療法士・作業療法士・機能訓練指導員 １名以上 

７．事務員 １名 － 

８．栄養士 １名 １名以上 

９．調理員 ４名 － 

 

 

 

 



《その他、専門的な支援等に係る従業者の配置状況》 

職  種 配 置 状 況 

１．生活支援員等直接サービ

スを提供に係わる職員 

（生活支援員、看護師、理学

療法士、作業療法士、機能訓

練指導員） 

①当事業所では、上記のとおり指定基準上求められる職
員の配置を上回る、職員体制（２：１）でより質の高いサ
ービスの提供に努めております。※ 

②当事業所は生活支援員として常勤で配置している職員
の内、35％の人が社会福祉士、精神保健福祉、介護福祉士
又は公認心理士であり、専門的なサービス提供に努めて
おります。 

２．看護師 当事業所では、常勤看護職員を３以上配置しております。 

３．理学療法士・作業療法士・

機能訓練指導員 

当事業所では、理学療法士・作業療法士・機能訓練指導員
により利用者ごとの希望や必要に応じて作成する計画に
基づいた個別的なリハビリテーションを提供しておりま
す。 

※人員配置基準（1.7：1）へ変更する場合もあり。 

 

（２）主な職種の勤務体制（標準的な時間帯における配置人員） 

職  種 勤 務 体 制 

 

 

 

１．生活支援員 

早 出 6 : 3 0 ～ 1 5 : 3 0 ２名以上（曜日により異なる） 
7 : 0 0 ～ 1 6 : 0 0 

日 勤 

7 : 3 0 ～ 1 6 : 3 0 ２名以上（曜日により異なる） 

8 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 ３名以上（曜日により異なる） 

9 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 １名以上（曜日により異なる） 

遅 出 1 0 : 0 0～ 1 9 : 0 0 ２名以上（曜日により異なる） 

夜 勤 1 5 : 0 0 ～ 0 : 0 0 ３名 
0 : 0 0 ～ 9 : 0 0 

２．看護師 
 7 : 3 0～ 1 4 : 3 0 

２名以上（曜日により異なる） 
9 : 0 0～ 1 8 : 0 0 

３．理学療法士 

  作業療法士 

機能訓練指導員 

日勤① 8 : 0 0～ 1 7 : 0 0 

１名以上（月曜日から金曜日） 

日勤② 8 : 3 0～ 1 7 : 3 0 

４．医師 

◎指定医療機関による往診 

内  科：大村医院     週１回 

整形外科：福井医院     月３回 

   ※施設入所支援利用者に関わる職員の勤務体制も含む 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金、負担軽減 

（１）提供するサービスの内容 

サービスの種類 サービスの内容 

個別支援計画の作成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の

質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した個別

支援計画を作成します。 



食事の提供 

利用者の心身の状況や嗜好を考慮し、年齢と障害の特性に応じた

栄養及び内容の食事を、適切な時間に提供します。 

当事業所の食事時間は次の通りです。 

毎日１２時００分～１３時００分まで 

入浴または清拭 
利用者の心身の状況により、入浴が困難な場合は清拭を行うなど

適切な方法で実施します。 

身体等の介護 
利用者の状況に応じて適切な技術をもって、食事・整容・更衣・

排泄等の生活全般にわたる援助を行います。 

個別的なリハビリテ

ーション 

理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員等により、利用者ごと

の希望や必要に応じて作成する計画に基づいたリハビリテーシ

ョンを行います。 

創作的活動・余暇活動 
年中行事、レクリエーション活動、クラブ活動、外出援助活動な

ど行います。 

生産活動 

利用者の障害特性をふまえた工夫をもって、生産的活動の機会を

提供します。生産活動における事業収入から必要経費を差し引い

た額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用

者に支払います。 

相談及び援助 
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等把

握して、適切な相談・助言・援助等を行います。 

健康管理 

利用者の投薬管理や疾病予防に努めるとともに、医療機関との連

絡調整や協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を

行います。 

緊急時の対応 

サービス提供時にご利用者に病状の急変が生じた場合、その他必

要な場合は、速やかに指定医療機関または救急医療機関への連絡

を行う等の必要な措置を講じ、その経過ならびに結果をご家族に

ご連絡いたします。 

送迎サービス 
利用者の希望により、自宅と事業所間の送迎サービスを行いま

す。時間帯等は別途調整します。 

 

（２）サービス利用料金 

 下記の料金表によって、サービス利用料金から、介護給付費等の給付額を除いた金額（全体額の１割）

と食費・光熱水費の合計金額を利用者にお支払いいただきます。 

 

（人員配置１．７：１の場合） 

 区分２以下 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6 

1 利用料金(①+②) 6,950 7,430 7,990 10,410 13,080 

① 区分に応じた利用料 4,390 4,870 5,430 7,850 10,520 

②専門的な支援に係る利用料 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 



2 内介護給付費が支給される額 6,255 6,687 7,191 9,369 11,772 

3 自己負担額(1-2) 695 743 799 1,041 1,308 

4 食事に係る自己負担額 500 

5 光熱水費に係る自己負担額 180（入浴した場合） 

6 負担額合計(3+4+5) 1,375 1,423 1,479 1,721 1,988 

☆②については、次の加算となります。 

人員配置体制加算Ⅰ    １，９７０円 福祉専門職員配置加算Ⅰ    １５０円 

常勤看護職員等配置加算Ⅲ    ２４０円 リハビリテーション加算Ⅱ    ２００円 

 

（人員配置２：１の場合） 

 区分２以下 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6 

1 利用料金(①+②) 6,230 6,710 7,270 9,690 12,360 

② 区分に応じた利用料 4,390 4,870 5,430 7,850 10,520 

②専門的な支援に係る利用料 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 

2 内介護給付費が支給される額 5,607 6,039 6,543 8,721 11,124 

3 自己負担額(1-2) 623 671 727 969 1,236 

4 食事に係る自己負担額 500 

5 光熱水費に係る自己負担額 180（入浴した場合） 

6 負担額合計(3+4+5) 1,303 1,351 1,407 1,649 1,916 

☆②については、次の加算となります。 

人員配置体制加算Ⅰ    １，２５０円 福祉専門職員配置加算Ⅰ    １５０円 

常勤看護職員等配置加算Ⅲ    ２４０円 リハビリテーション加算Ⅱ    ２００円 

 

〈提供するサービスの料金とその利用者負担額について〉 

 提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 

利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み（1割の定率負担と所得に応じた負担上限

月額の設定）となっています。 

 定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。 

※障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス

量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 

 

負担上限月額等に関する詳細については、お住いの市町村窓口までお問合せください。 

 

 

 

 

 



（３）各種加算について 

（生活介護）                                

加算項目 利用者負担額 内 容 

人員配置体制加算 

（Ⅰ）１９７円 常勤換算方法により、直接処遇職員の員数が利用者の数

を１．７又は２で除して得た数以上配置している場合、

1日につき加算  （Ⅱ）１２５円 

福祉専門職配置加算 （Ⅰ） １５円 

常勤の生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精

神保健福祉士または公認心理士の資格保有者が３５％

以上配置している場合、１日につき加算 

常勤看護職員等配置加算 （Ⅲ） ２４円 
常勤看護職員を３以上配置している場合、１日につき加

算 

リハビリテーション加算 

（Ⅰ） ４８円 

頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態に

ある障害者であってリハビリテーション計画を作成し、

個別のリハビリテーションを行う場合、１日につき加算 

（Ⅱ） ２０円 

理学療法士、作業療法士が中心となって、利用者ごとの

リハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテー

ションを行う場合、１日につき加算 

利用者負担上限管理額 

加算 
１５０円 

指定障害福祉サービス基準の規定により利用者負担額

等の管理を行った場合、１月につき加算 

食事提供体制加算 ３０円 
食事提供体制加算該当者に事業所が食事の提供を行っ

た場合、１日につきに加算 

訪問支援特別加算 

１８７円 所要時間１時間未満の場合 

２８０円 所要時間１時間以上の場合 

連続した５日間利用がなかった場合に、従事者が居宅を訪問し相談援助を

行った場合、１日につき加算 

欠席時対応加算  ９４円 
急病等により利用を中止した場合において、連絡調整や

相談援助を行った場合、１日につき加算（月に４回まで） 

送迎加算 

(Ⅰ)   ２１円 
１回の送迎につき平均１０人以上が利用し、かつ週３回

以上の送迎を実施している場合、片道につき加算 

(Ⅱ)   １０円 
１回の送迎につき平均１０人以上が利用し、又は週３回

以上の送迎を実施している場合、片道につき加算 

(Ⅲ)   ２８円 

区分５若しくは区分６に該当する者、又は、これに準ず

る者が利用者数の合計の６０％以上の場合、片道につき

加算 

障害福祉サービス事業の

体験利用時支援加算 
（Ⅰ）５００円 

障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、開始

日から５日以内に限り、１日につき算定 



障害福祉サービス事業の

体験利用時支援加算 
（Ⅱ）２５０円 

障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、６日

から１５日以内に限り、１日につき算定 

福祉・介護職員処遇改善

加算  
（月額基本サービス費＋加算・減算）×６．１％ 

福祉・介護職員等特定処

遇改善加算 
（月額基本サービス費＋加算・減算）×１．７％ 

                             

（その他の費用について） 

内  容 料  金 

創作的活動、クラブ活動に係る材料費、その他必要な費用 実費相当額 

個人的な用件で使用する電話、FAX、コピー 

電話：表示された料金 

FAX1回線：１０円 

コピー1 部：１０円 

食事の提供に係る費用 

※低所得者の軽減措置が適用される方は食材料費分のみの負担 

１食につき ５００円 

（※うち食材料費 ２００円） 

入浴サービスに係る光熱水費 １日につき １８０円 

キャンセル料 

※サービス利用をキャンセルする場合は利用予定日の前日１７時ま

でにお申し出ください。以後のお申し出の場合、食費の実費相当額

のキャンセル料をいただく場合があります。 

５００円 

 

（４）利用料金のお支払い方法 

前記に関する利用料金、費用は１ヶ月毎に計算し、ご請求しますので、以下のいずれかの方法で期限内

にお支払い下さい。（入退所で１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づい

て計算した金額となります。） 

ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

中国銀行 津山東支店 普通口座 口座番号：１４３５７１８ 

社会福祉法人千寿福祉会障がい者支援施設さやかなる苑 理事長 小林 和彦 

（ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｾﾝｼﾞｭﾌｸｼｶｲｼｮｳｶﾞｲｼｬｼｴﾝｼｾﾂｻﾔｶﾅﾙｿﾉ ﾘｼﾞﾁｮｳ ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾋｺ） 

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

 

７．利用者の記録や情報の管理、開示について 

①個人情報に関する取り扱いに関して、市町村役場などとの事務処理や､病院への入院時・受診時、

他施設への入所希望があった時等、先方へ必要な情報提供を行う場合があり、利用者の個人的情報

に触れることとなります。ただし、それ以外の目的での利用はいたしません。 

②事業所は関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内

容を開示します。(開示に際して必要な複写料等の諸費用は、利用者の負担となります。）閲覧・複



写ができる窓口業務時間は、午前９:００～午後５:００です。 

③保存期間は、サービス提供完了日から５年間です。 

 

８．苦情の受付について 

（１）当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

苦情受付窓口 サービス管理責任者 嶋田 和朗（しまだ かずあき） 

生活支援員     兒玉 拓也（こだま たくや） 

苦情解決責任者 施設長       頭士 奈生樹（ずし なおき） 

苦情解決第三者委員 鳥越 照美（とりごえ てるみ） 

 ①苦情に関する受付は担当者により随時受け付けています。 

 ②苦情解決第三者委員が来苑し、窓口を設けて、苦情を受け付けます。 

 ③食堂にご意見箱を設置しています。 

 ④ご契約者本人だけでなく、身元引受人、ご家族もこの制度をご利用いただけます。なお、苦情に

ついて守秘義務は遵守いたします。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

岡山県社会福祉協議会   

（岡山県運営適正化委員会） 

岡山県岡山市北区南方２丁目１３－１ 

岡山県総合福祉・ボランティア・NPO 会館 

「きらめきプラザ」内 

０８６－２２６－９４００（ＦＡＸ兼用） 

 ※その他、各福祉事務所、市町村役場においても苦情の受付を行っております。 

 

９．虐待の防止について 

 当施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

 ①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 施設長 頭士 奈生樹（ずし なおき） 

 ②成年後見制度の利用を支援します。 

 ③苦情解決体制を整備しています。 

 ④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 

10.秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の

保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適正な取り扱いに努めるものとしま

す。 

○事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で 

知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

○この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 



○事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者

である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と

の雇用契約の内容とします。 

（２）個人情報の保護について 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使

用 する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また

利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人

情報を提供しません。 

○事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、 

電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも 

第三者への漏洩を防止するものとします。 

○事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、 

開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用 

目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要 

な場合は利用者の負担となります。) 

 

11．事故発生時の対応方法について 

①利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 ②当施設は下記の損害賠償保険に加入しています。 

保 険 会 社 名 ひょうご福祉サービス総合補償制度 

運 営 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 

取 扱 代 理 店 （株）兵庫福祉保険サービス 

 

12．サービス利用上の留意事項 

事業所を利用されている契約者の共同生活の場として快適性、安全性を確保するため下記の事項をお

守り下さい。 

①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従ってご利用下さい。 

②故意、又は重大な過失により、施設、設備、備品を損壊したり汚したりした場合には、利用者の自己

負担により修復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただくことがあります。 

 ③宗教、思想の自由は尊重いたしますが、施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活

動、政治活動、営利活動などは行うことが出来ません。 

 ④施設内の喫煙スペース以外での喫煙は出来ません。また、施設内での煙草以外の火気の使用は原則

として禁止です。 

 ⑤利用者ご本人が管理する現金、貴重品の管理責任は全て当該利用者にあるものとして、当事業所が

それらに関して一切の責任を負いません。 



令和  ４年  ４月  １日 

 

生活介護事業に関するサービスの提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

（施 設 名） 障がい者支援施設 さやかなる苑 

 

（説 明 者） 職  名   サービス管理責任者     

 

        氏  名    畑 口 由 紀 子   ㊞ 

 

 

 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、生活介護事業に関するサービスの提供及び利

用の開始に同意しました。 

 

（利 用 者）  住  所                       

 

                氏  名                     ㊞ 

                        

 

 

契約者は署名できないため、契約者本人の意思を確認の上、私が契約者に代わって、署名を代行いたしま

す。 

 

 

（署名代行者） 住  所                       

 

                氏  名                     ㊞ 

                        （利用者との続柄：      ） 

 

 

 

 

 

 

 


